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※ 利用申込や空き状況の確認については、各施設に直接お問い合わせください。 

 

№ 施設名 住所 
対象児童 

（クラス年齢） 
施設類型 電話番号 

１ ミルキッズ家庭保育室 野火止 5-6-24 0 歳児～2 歳児 家庭保育室 048-478-9513 

２ たちばなクラブ志木駅前 東北 2-40-6 1 歳児～2 歳児 企業主導型 048-485-8782 

３ 保育所ちびっこランド志木園 東北 2-34-6 0 歳児～2 歳児 企業主導型 048-487-1355 

４ かたやま保育ルームてんとうむし 野寺 2-15-12 1 歳児～2 歳児 幼稚園併設 048-478-5822 

５ 第一新座幼稚園たんぽぽ組 大和田 4-2-24 2 歳児 幼稚園併設 048-479-3366 

６ なみきの幼稚園ひよこ組 野火止 8-2-16 2 歳児 幼稚園併設 048-479-3121 

７ 一時保育「ちょいく」(夜間保育) 西堀 2-15-19-7 1 歳児～5 歳児  080-7964-5129 

８ JOYPORT 新堀保育園 新堀 2-14-23 

0 歳児～2 歳児 

（0 歳児クラスは 

満 1 歳から受入) 

 042-495-3832 

９ わかのび幼稚園どんぐりクラス 東 1－8－2 2 歳児 幼稚園併設 048-478-5223 

１０ 明彩幼稚園たんぽぽ組 野寺 1-11-10 2 歳児 幼稚園併設 042-473-3452 

市内認可外保育施設の配置図 
 



R8.4作成 

                         

◆認可外保育施設とは 

 認可を受けている施設以外の保育施設を総称して「認可外保育施設」と呼んでいます。 

 

◆家庭保育室とは 

 家庭的な雰囲気の中で保育している認可外保育施設のことで、要件を満たした場合、市から保育料の補助を行って

います。 

 

◆企業主導型保育施設とは 

 従業員の働き方に応じて保育サービスを提供する認可外保育施設であり、定員に従業員枠（設置又は連携している

企業の従業員が利用できる枠）と地域枠（従業員枠以外の地域住民が利用できる枠）を設けています。 

 

◆幼稚園併設施設とは 

 幼稚園の敷地内で満３歳未満のこどもを預かる施設です。 

 

●利用料の無償化について 

 企業主導型保育施設を除く認可外保育施設については、施設の所在地を問わず、当該年度の４月１日時点で 

３～５歳の児童及び住民税非課税世帯の０～２歳の児童を対象に国から補助が出る場合があります。詳しくは、

次の QRコードより市ホームページをご確認ください。 

 なお、家庭保育室を利用した場合の保育料の補助と重複して受けることはできません。 

 
（幼児教育・保育の無償化について） 


